
○甲賀市小集落改良住宅条例 

平成１６年１０月１日 

条例第８６号 

改正 平成１７年９月９日条例第４７号 

平成２５年１２月１８日条例第４０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、甲賀市内の旧地域改善対策特別措置法（昭和５７年法律第１

６号）第１条に規定する地域（以下「対象地域」という。）における居住環境の

整備及び改善を図るため、甲賀市小集落地区改良事業に基づく甲賀市小集落改良

住宅（以下「改良住宅」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（設置場所） 

第２条 改良住宅の名称及び設置場所は、別表第１のとおりとする。 

（入居者の資格） 

第３条 改良住宅に入居できる者は、市長の指定する日から引き続き当該改良住宅

事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅を失

うことにより住宅に困窮すると認められる者で改良住宅に入居を希望するものと

する。 

（住宅の割当て） 

第４条 改良住宅の入居は、１世帯１戸とする。ただし、市長が別世帯の構成を特

に必要と認めた場合は、２戸とすることができる。 

（入居の申込み） 

第５条 第３条に規定する入居資格者が、当該改良住宅に居住しようとするときは

市長に入居の申込みをしなければならない。 

（審査会） 

第５条の２ 市長は、入居を審査するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第３項の規定に基づき、甲賀市小集落改良住宅入居者選定審査会

（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、委員１２人以内で組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 



（１） 改良住宅入居者の代表者 

（２） 改良住宅設置場所担当の民生委員児童委員 

（３） その他市長が適当と認める者 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織、運営その他必要な事項は、規則で

定める。 

（入居者の選定） 

第６条 市長は、第５条の規定により申込みを受理したときは、審査会の意見を聴

いて入居を決定するものとする。 

２ 前項の場合において順位を定めがたいときは、公開抽選により入居者を決定す

る。 

（入居の手続） 

第７条 市長は、前条の規定により入居者を決定したときは、速やかにその旨を本

人に通知しなければならない。 

２ 前項の入居の決定通知を受けた者（以下「入居者決定者」という。）は、市長

の指定する期日までに誓約書を提出し、入居の承認を受けなければならない。 

（入居決定の取消し） 

第８条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を

取り消すことができる。 

（１） 前条第２項の規定による手続をしないとき。 

（２） 入居の承認を受けた後、正当な理由がなく指定期日までに入居しないと

き。 

（入居の承継） 

第９条 改良住宅の入居者（以下「入居者」という。）が同居の親族を残して死亡

し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居

を希望するときは、当該同居の親族は、市長の定めるところにより入居承継につ



いて市長の承認を得なければならない。 

（同居の承認） 

第１０条 入居者は、当該改良住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居さ

せようとするときは、市長の承認を得なければならない。 

（家賃額及びその納入） 

第１１条 改良住宅の家賃の額は、別表第２のとおりとする。 

２ 家賃は、毎月末日までにその月分を納入する。ただし、市長は、物価の変動に

伴い家賃を変更することができる。 

３ 月の中途において入居又は退去する場合の家賃は、日割計算によりその月の額

を定め徴収する。この場合において、過納額については返戻するものとする。 

（家賃の減免又は徴収猶予） 

第１２条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定める

減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。 

（１） 天災地変等の災害により、著しく被害を受けたとき。 

（２） 失職又は疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。 

（費用の負担） 

第１３条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

（１） 電気、ガス及び水道の使用料 

（２） 汚水、し尿及び塵芥の処理等に要する費用 

（３） 共同施設の使用又は維持に要する費用 

（４） 障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え、畳の修理、電気施設の修

理及び取替え並びに水道施設の修理及び取替えに要する費用 

（５） 市において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅又は附

帯施設の修理に要する費用 

（６） その他居住者が通常負担しなければならない費用 

（入居者の保管義務） 

第１４条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、

これらを正常な状態において維持しなければならない。 

２ 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。 



（１） 改良住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。 

（２） 改良住宅以外の用途に使用すること。 

（３） 改良住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原状回復が容易で

当該改良住宅の退去の際、撤去することを条件として、市長の承認を得たとき

は、この限りでない。 

（住宅の明渡し請求） 

第１５条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に

対し改良住宅の明渡しを請求することができる。 

（１） 不正の行為により入居したとき。 

（２） 家賃を３箇月以上滞納したとき。 

（３） 改良住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。 

（４） 正当な理由によらないで１５日以上改良住宅を使用しないとき。 

（５） 前条に定める保管義務に違反したとき。 

２ 前項の規定により、改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該

改良住宅を明け渡さなければならない。 

（住宅の検査） 

第１６条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した

者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができ

る。 

２ 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじ

め当該改良住宅の入居者の承認を得なければならない。 

（賠償） 

第１７条 入居者は、改良住宅及び共同施設を損傷又は滅失したときは、市長の指

示に従い、直ちに原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならな

い。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第１９条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の

徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に



相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町小集落改良住宅設置及び管

理条例（昭和４９年水口町条例第４号）、土山町小集落改良住宅の設置および管

理に関する条例（昭和５０年土山町条例第１０号）、甲賀町小集落改良住宅設置

及び管理条例（昭和５１年甲賀町条例第１２号）又は信楽町小集落改良住宅設置

および管理条例（昭和５３年信楽町条例第１２号）（以下これらを「合併前の条

例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの

条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 第１１条に規定する家賃の額の西改良住宅については、平成１７年３月３１日

までは、月額５，５００円とする。 

４ この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、な

お合併前の条例の例による。 

付 則（平成１７年条例第４７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２５年条例第４０号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条の次に１条を加える改正規

定は、平成２６年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

名称 設置場所 

牛飼住宅 甲賀市水口町牛飼 

宇川住宅 甲賀市水口町宇川 

和草野住宅 甲賀市土山町北土山 

大久保住宅 甲賀市甲賀町大久保 

西住宅 甲賀市信楽町西 

別表第２（第１１条関係） 



家賃の額（月額） ２，０００円 

 


